
令和２年松前町規則第17号 

 松前町国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように公布する。 

  令和２年12月28日 

 

                                              松前町長 岡 本  靖 

 

松前町国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則 

松前町国民健康保険運営協議会規則（平成４年松前町規則第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

松前町国民健康保険事業運営協議会規則 松前町国民健康保険運営協議会規則 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、松前町国民健康保険条例（昭和40年４月１日

公布松前町条例。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、

松前町国民健康保険事業運営協議会（以下「協議会」という。）

の運営に関し必要な 事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、松前町国民健康保険条例（昭和40年４月１日

公布     。以下「条例」という。）第３条   に基づき、

松前町国民健康保険運営協議会  （以下「協議会」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員の委嘱） （委員の委嘱） 

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）は       

          、町長が委嘱する。 

第２条 協議会の委員            は、条例第２条に

規定する定数に基づき、町長が委嘱する。 

（会長の職務） （会長及び会長職務代行者） 

第４条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 第４条 協議会の会長及び会長職務代行者は、公益を代表する委員

のうちから全委員が互選し、その結果を速やかに町長に通知しな

ければならない。 

 ２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 



 ３ 会長に事故あるときは、会長職務代行者がその職務を代行する。 

（会議の招集） （   招集） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、町長から諮問

があったとき、会長が招集する。 

第５条 協議会の会議            は、町長から諮問

があったとき、会長が招集する。 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

（会議の議事） （会議   ） 

第６条 会議は、会長が議長となる。  

２       会議は、          委員の半数以上が

出席しなければ開くことができない。 

第６条 協議会の会議は、条例第２条に規定する委員の半数以上が

出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事 は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

２ 協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（議事録）  

第７条 会議の議事については、議事の経過の要領及びその結果を

記載した議事録を作成し、議長及び出席した委員のうちから議長

の指名する委員１名が署名しなければならない。 

 

第８条 省略 第７条 省略 

第９条 省略 第８条 省略 

 （議事録） 

 第９条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の

要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、

議長の指名する委員１名が署名しなければならない。 

（その他）  

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。 

 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


